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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第４期
第３四半期
累計期間

第４期
第３四半期
会計期間

第３期 　 　

会計期間

自　平成21年
３月１日

至　平成21年
11月30日

自　平成21年
９月１日

至　平成21年
11月30日

自　平成20年
３月１日

至　平成21年
２月28日

　 　

売上高（千円） 25,044,8848,785,53725,221,340   

経常利益（千円） 2,685,762853,7182,011,353   

四半期（当期）純利益（千円） 1,584,470502,9331,150,979   

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － － 　 　

資本金（千円） － 630,167 627,318   

発行済株式総数（株） － 7,492,8002,489,300   

純資産額（千円） － 4,955,6113,365,441   

総資産額（千円） － 8,650,6946,457,579   

１株当たり純資産額（円） － 661.39 1,351.98 　 　

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
211.92 67.13 487.82 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
207.38 65.79 477.92 　 　

１株当たり配当額（円） － － － 　 　

自己資本比率（％） － 57.3 52.1   

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,797,271 － 1,378,631   

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△54,875 － △43,322   

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
5,699 － 603,922   

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 4,639,4132,891,318   

従業員数（人） － 63 47   

（注）１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３. 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。

４. 平成21年９月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。　　
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２【事業の内容】

  当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　　

３【関係会社の状況】

  当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

   

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年11月30日現在

従業員数（人） 63 (10)

（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員（派遣社員を含む）の当第３四半期会計期間の平均人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1)仕入実績

　当第３四半期会計期間の仕入実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別の名称
当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

　

ダイレクトマーケティング支援事業（千円）     7,621,700 　

合計（千円）   7,621,700 　

（注）１．金額は仕入価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．ダイレクトマーケティング支援事業における仕入実績は、メディア枠の仕入、商品の仕入のほかに、表現制作

物、コールセンター業務等の外注により発生した費用が含まれております。

 

(2)販売実績

　当第３四半期会計期間の販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別の名称
当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

　

ダイレクトマーケティング支援事業（千円） 8,785,537 　

合計（千円） 　8,785,537　 　

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当第３四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお

りであります。なお、次の金額には、消費税等は含まれておりません。

相手先

当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

金額（千円） 割合（％）

キューサイ株式会社 1,352,626 15.4

株式会社テレビショッピング研究所   1,222,283     13.9

ヤーマン株式会社     923,753    10.5

 

２【事業等のリスク】

　当第３四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４【財政状態及び経営成績の分析】

(1)経営成績の分析

　当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、個人消費に持ち直しの動きが見られるものの、雇用情勢の一の悪 化

や海外景気の下振れ懸念等、景気を下押しするリスクが払拭できず、依然として厳しい状況にありました。

　一方、当社の顧客の属するダイレクトマーケティング市場は、外出をせず自宅に居ながら消費する「巣ごもり消費」

といわれる消費行動が当第３四半期会計期間も継続し、テレビ、インターネット、モバイル等を使用するダイレクト

マーケティング市場を中心にその伸び率は鈍化しているものの、引き続き堅調な成長を続けました。

　このような市場環境の下、当社においては、第２四半期会計期間に引き続き、ダイレクトレスポンス手法により商品

あるいはサービスの販売を試みるダイレクトマーケティング実施企業に対して、商品開発、表現企画、媒体選定、受注、

顧客管理といったバリューチェーンの各局面で、最適なソリューションの提供に努めてまいりました。

　この結果、当第３四半期会計期間の売上高は8,785,537千円、売上総利益は1,163,837千円となりました。販売費及び

一般管理費は310,545千円となり、その結果、営業利益は853,292千円、経常利益は853,718千円となりました。

　また、税引前四半期純利益853,718千円から法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計350,784千円を差 引

後、四半期純利益は502,933千円となりました。

　　 

(2)財政状態の分析　

　当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して2,193,115千円増加し、8,650,694千円となりま

した。

　流動資産については、前事業年度末と比較して月次売上が増加したことにより売掛金残高が858,763千円増加し、

3,683,040千円となったこと、また、現金及び預金も1,748,095千円増加し、4,639,413千円となったこと等により、前事

業年度末と比較して2,661,598千円増加し、8,437,525千円となりました。

　固定資産については、前事業年度末と比較して差入保証金の減少等により468,482千円減少し、213,169千円となりま

した。

　流動負債については、月次の仕入額の増加により買掛金が603,963千円増加し、2,703,415千円となったこと等によ

り、前事業年度末と比較して597,769千円増加し、3,677,531千円となりました。

  固定負債については、前事業年度末と比較して5,175千円増加し、17,552千円となりました。

　純資産については、第３四半期累計期間における四半期純利益の計上等により1,590,169千円増加し、4,955,611千円

となりました。

 

(3)キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は第２四半期会計期間末から

494,842千円増加し、4,639,413千円となりました。当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主

な内容は、次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間において、営業活動によって得られた資金は499,239千円となりました。これは主に、税引前四

半期純利益853,718千円を計上したこと、業容の拡大により仕入債務が285,463千円増加したこと等の一方で、売上債

権が245,716千円増加したこと、法人税等の支払額が474,449千円発生したこと等によるものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間において、投資活動に使用した資金は4,764千円となりました。これは、事務機器、事務所設備、

サーバー等の有形固定資産の取得及びソフトウェア等の無形固定資産の取得によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間において、財務活動によって得られた資金は367千円となりました。これは、ストック・オプ

ションの行使に伴う株式の発行による収入によるものであります。
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(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

 

(5)研究開発活動

当第３四半期会計期間における研究開発活動の金額は1,350千円であります。　
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第３【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間に以下の設備を取得いたしました。 

事業所名
（所在地）

設備の内容
帳簿価額

従業員数
（人）

建物
（千円）

器具備品
（千円）

ソフトウエア
（千円）

合計
（千円）

本社

（東京都港区）

事務機器、事務所

設備、社内システ

ム開発等

   － 958  214 1,172
63

(10)

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員（派遣社員を含む）の当第３四半期会計期間の平均人員であります。

３．現在休止中の主要な設備はありません。

４．リース契約による賃借設備はありません。

  

(2) 設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

　　　　　　　　　　　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
 現在発行数（株）
（平成21年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年１月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式     7,492,800     7,492,800
東京証券取引所

（マザーズ）

単元株式数

100株 

計    7,492,800     7,492,800 － －

　(注)　「提出日現在発行数」欄には、平成22年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

　　

(2)【新株予約権等の状況】

① 平成18年９月25日臨時株主総会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成21年11月30日）

　

新株予約権の数（個）     463（注）１ 　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 　

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 　

新株予約権の目的となる株式の数（株） 138,900（注）１,２,５ 　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 174（注）３,５ 　

新株予約権の行使期間
平成21年８月８日から、平成

28年９月25日までとする。
　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

      発行価格　　174

　　　資本組入額　 87

（注）５

　

新株予約権の行使の条件 （注）４ 　

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは

当社取締役会の承認を要する

ものとする。

　

代用払込みに関する事項 － 　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 　

新株予約権の取得条項に関する事項 （注）６ 　

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、

退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数を減じておりま

す。 
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２．当社が、当社普通株式について株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式数は分

割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整するものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式

無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で

株式数を調整することができるものとする。かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的

となる株式の数についてのみ行われる。なお、調整後生じる１株未満の端数は切り捨てるものとするが、その次

の調整における調整前株式数においてはこれを考慮するものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３．新株予約権発行後、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算

式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額＝調整前行使価額×

１ 　

　 分割・併合の比率 　

　また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む）の行使により新株式を発行する場合は除く）が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整

されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

　
調整後行使価額＝調整前行使価額×

新株式発行前の時価 　

　 既発行株式数＋新規発行株式数 　

 

４．新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権者は、以下の区分に従って、割当を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができ

る。ただし、かかる行使により発行される株式数は１株の整数倍でなければならない。

イ　本行使期間開始日からその１年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数

のうち、その25％に相当する株式数についてのみ権利を行使することができる。

ロ　本行使期間開始日の１年後の応当日から２年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的

となる株式数のうち、その50％に相当する株式数（ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数

を控除する。）についてのみ権利を行使することができる。

ハ　本行使期間開始日の２年後の応当日から３年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的

となる株式数のうち、その75％に相当する株式数（ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数

を控除する。）についてのみ権利を行使することができる。

ニ　本行使期間開始日の３年後の応当日以降、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数の全部（ただし、

既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。）について権利を行使することができる。

②　新株予約権の権利行使時において、当社又は子会社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。ただ

し、新株予約権者が定年もしくは当社の都合により退職した場合（以下「退職等」という。）で、取締役会が

特に認めて新株予約権者に書面で通知したときは、引続き本新株予約権を退職等の後２年間行使することが

できる。かかる退職等の後行使することができる本新株予約権の目的となる株式数は、退職等の時点で①の

定めに従って新株予約権者が権利を行使できる株式数とする。

③　新株予約権の割当日後、権利行使期間満了時までに新株予約権者において以下の事由が生じた場合には、新

株予約権者は新株予約権を自動的に喪失する。ただし、当該事由発生以前の新株予約権の行使について遡及

して影響を及ぼすことはないものとする。

イ　当社又は子会社の取締役又は使用人たる地位を失った場合（ただし、②に該当する場合を除く）

ロ　死亡した場合

ハ　不正行為もしくは職務上の義務違反又は懈怠があった場合

ニ　禁固以上の刑に処せられた場合

ホ　新株予約権割当契約書の規定に違反した場合

ヘ　当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

④　本新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認められない。ただし、本新株予約権者が、本新株予約

権の行使期間内に死亡した場合は、本新株予約権者の死亡後４年以内の間に限り、その相続人は、①の定めに

より権利行使可能となっている本新株予約権を行使できるものとする。なお、本新株予約権の相続人のうち、

本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡した場合は、当該権利承継者の相続人は

新株予約権を行使できないものとする。
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⑤　その他の権利行使の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び株主総会決議に基づき、当社と新

株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

５．平成20年１月18日開催の取締役会決議により、平成20年２月15日をもって１株を100株とする株式分割を

行っております。また、平成21年６月30日開催の取締役会決議により、平成21年９月１日をもって１株を３株と

する株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金

額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。

６．当社が消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新

設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社株主総会又は当社取締

役会で承認された場合において、当社取締役会で取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、

本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとする。

　

② 平成18年９月25日臨時株主総会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成21年11月30日）

　

新株予約権の数（個） 18 　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 　

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 　

新株予約権の目的となる株式の数（株）     5,400（注）１,４ 　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 174（注）２,４ 　

新株予約権の行使期間
平成21年８月８日から、平成

28年９月25日までとする。
　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

      発行価格　 174

      資本組入額  87

（注）４

　

新株予約権の行使の条件 （注）３ 　

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは

当社取締役会の承認を要する

ものとする。

　

代用払込みに関する事項 － 　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 　

新株予約権の取得条項に関する事項 （注）５ 　

（注）１．当社が、当社普通株式について株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式数は分

割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整するものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式

無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で

株式数を調整することができるものとする。かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的

となる株式の数についてのみ行われる。なお、調整後生じる１株未満の端数は切り捨てるものとするが、その次

の調整における調整前株式数においてはこれを考慮するものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．新株予約権発行後、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算

式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額＝調整前行使価額×

１ 　

　 分割・併合の比率 　

　また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む）の行使により新株式を発行する場合は除く）が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整

されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

　
調整後行使価額＝調整前行使価額×

新株式発行前の時価 　

　 既発行株式数＋新規発行株式数 　

 

３．新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権者は、以下の区分に従って、割当を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができ

る。ただし、かかる行使により発行される株式数は１株の整数倍でなければならない。

イ　本行使期間開始日からその１年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数

のうち、その25％に相当する株式数についてのみ権利を行使することができる。

ロ　本行使期間開始日の１年後の応当日から２年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的

となる株式数のうち、その50％に相当する株式数（ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数

を控除する。）についてのみ権利を行使することができる。

ハ　本行使期間開始日の２年後の応当日から３年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的

となる株式数のうち、その75％に相当する株式数（ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数

を控除する。）についてのみ権利を行使することができる。

ニ　本行使期間開始日の３年後の応当日以降、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数の全部（ただし、

既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。）について権利を行使することができる。

②　新株予約権の権利行使時において、当社の業務委託先企業の取締役又は使用人として当社の業務に従事し

ていること、もしくは当社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が当社の

業務委託先の取締役又は使用人となる場合において、当社の都合により当該業務委託契約を解除したとき

（以下「業務委託契約の解除等」という）、もしくは新株予約権者が当社の取締役又は使用人となる場合に

おいて、定年もしくは当社の都合により退職したとき（以下「退職等」という。）で、取締役会が特に認めて

本新株予約権者に書面で通知したときは、引続き本新株予約権を業務委託契約の解除等又は退職等の後２年

間行使することができる。かかる業務委託契約の解除等又は退職等の後行使することができる新株予約権の

目的となる株式数は、業務委託契約の解除等又は退職等の時点で①の定めに従って新株予約権者が権利を行

使できる株式数とする。

③　新株予約権の割当日後、権利行使期間満了時までに新株予約権者において以下の事由が生じた場合には、新

株予約権者は新株予約権を自動的に喪失する。ただし、当該事由発生以前の新株予約権の行使について遡及

して影響を及ぼすことはないものとする。

イ　当社の業務委託先企業の取締役又は使用人として当社の業務に従事している状態でなくなった場合、も

しくは当社の取締役又は使用人たる地位を失った場合（ただし、②に該当する場合を除く）

ロ　死亡した場合

ハ　不正行為もしくは職務上の義務違反又は懈怠があった場合

ニ　禁固以上の刑に処せられた場合

ホ　新株予約権割当契約書の規定に違反した場合

ヘ　当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

④　本新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認められない。ただし、本新株予約権者が、本新株予約

権の行使期間内に死亡した場合は、本新株予約権者の死亡後４年以内の間に限り、その相続人は、①の定めに

より権利行使可能となっている本新株予約権を行使できるものとする。なお、本新株予約権の相続人のうち、

本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡した場合は、当該権利承継者の相続人は

新株予約権を行使できないものとする。

⑤　その他の権利行使の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び株主総会決議に基づき、当社と新

株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
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４．平成20年１月18日開催の取締役会決議により、平成20年２月15日をもって１株を100株とする株式分割を

行っております。また、平成21年６月30日開催の取締役会決議により、平成21年９月１日をもって１株を３株と

する株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金

額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。 

５．当社が消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新

設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社株主総会又は当社取締

役会で承認された場合において、当社取締役会で取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、

本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとする。

　

③ 平成19年２月23日臨時株主総会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成21年11月30日）

　

新株予約権の数（個）     66（注）１ 　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 　

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 　

新株予約権の目的となる株式の数（株）     19,800（注）１,２,５ 　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 557（注）３,５ 　

新株予約権の行使期間
平成21年８月８日から、平成

29年２月23日までとする。
　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

    発行価格　　　557　

　　資本組入額　　278.5

（注）５

　

新株予約権の行使の条件 （注）４ 　

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは

当社取締役会の承認を要する

ものとする。

　

代用払込みに関する事項 － 　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 　

新株予約権の取得条項に関する事項 （注）６ 　

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、

退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数を減じておりま

す。 

２．当社が、当社普通株式について株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式数は分

割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整するものとする。また、本新株予約権の割当日後に、当社が株式

無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で

株式数を調整することができるものとする。かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的

となる株式の数についてのみ行われる。なお、調整後生じる１株未満の端数は切り捨てるものとするが、その次

の調整における調整前株式数においてはこれを考慮するものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３．新株予約権発行後、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算

式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額＝調整前行使価額×

１ 　

　 分割・併合の比率 　
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　また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む）の行使により新株式を発行する場合は除く）が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整

されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 　

　
調整後行使価額＝調整前行使価額×

新株式発行前の時価 　

　 既発行株式数＋新規発行株式数 　

４．新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権者は、以下の区分に従って、割当を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができ

る。ただし、かかる行使により発行される株式数は１株の整数倍でなければならない。

イ　本行使期間開始日からその１年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数

のうち、その25％に相当する株式数についてのみ権利を行使することができる。

ロ　本行使期間開始日の１年後の応当日から２年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的

となる株式数のうち、その50％に相当する株式数（ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数

を控除する。）についてのみ権利を行使することができる。

ハ　本行使期間開始日の２年後の応当日から３年後の応当日の前日までは、割当を受けた新株予約権の目的

となる株式数のうち、その75％に相当する株式数（ただし、既に行使した新株予約権の目的となる株式数

を控除する。）についてのみ権利を行使することができる。

ニ　本行使期間開始日の３年後の応当日以降、割当を受けた新株予約権の目的となる株式数の全部（ただし、

既に行使した新株予約権の目的となる株式数を控除する。）について権利を行使することができる。

②　新株予約権の権利行使時において、当社又は子会社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。ただ

し、新株予約権者が定年もしくは当社の都合により退職した場合（以下「退職等」という。）で、取締役会が

特に認めて新株予約権者に書面で通知したときは、引続き本新株予約権を退職等の後２年間行使することが

できる。かかる退職等の後行使することができる本新株予約権の目的となる株式数は、退職等の時点で①の

定めに従って新株予約権者が権利を行使できる株式数とする。

③　新株予約権の割当日後、権利行使期間満了時までに新株予約権者において以下の事由が生じた場合には、新

株予約権者は新株予約権を自動的に喪失する。ただし、当該事由発生以前の新株予約権の行使について遡及

して影響を及ぼすことはないものとする。

イ　当社又は子会社の取締役又は使用人たる地位を失った場合（ただし、②に該当する場合を除く）

ロ　死亡した場合

ハ　不正行為もしくは職務上の義務違反又は懈怠があった場合

ニ　禁固以上の刑に処せられた場合

ホ　新株予約権割当契約書の規定に違反した場合

ヘ　当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

④　本新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認められない。ただし、本新株予約権者が、本新株予約

権の行使期間内に死亡した場合は、本新株予約権者の死亡後４年以内の間に限り、その相続人は、①の定めに

より権利行使可能となっている本新株予約権を行使できるものとする。なお、本新株予約権の相続人のうち、

本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡した場合は、当該権利承継者の相続人は

新株予約権を行使できないものとする。

⑤　その他の権利行使の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び株主総会決議に基づき、当社と新

株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 

５．平成20年１月18日開催の取締役会決議により、平成20年２月15日をもって１株を100株とする株式分割を

行っております。また、平成21年６月30日開催の取締役会決議により、平成21年９月１日をもって１株を３株と

する株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金

額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
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６．当社が消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新

設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社株主総会又は当社取締

役会で承認された場合において、当社取締役会で取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、

本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとする。

　　　

(3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

   

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済

株式総数増減
（株）

発行済
株式総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

 平成21年９月１日

　(注)１
   4,991,6007,487,400  － 629,698  － 619,698

 平成21年９月１日～

　

 平成21年11月30日

　(注)２　

5,4007,492,800 469 630,167 469 620,167

（注）１．株式分割（１：３）によるものであります。

２．新株予約権の行使による増加であります。　

 

(5)【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　

　

(6)【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができません

ので、直前の基準日である平成21年８月31日現在で記載しております。

　

①【発行済株式】

 平成21年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 　　　　－　　    － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,495,200 24,952 －

単元未満株式 普通株式    　 600 －
１単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 2,495,800 － －

総株主の議決権 － 24,952 －

 

②【自己株式等】

 平成21年8月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　 　   －         －  －  －  －  －

計 －  －  －  －  －

 

  

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円） 3,800 4,020 3,860 4,150 8,300
 9,500

※3,190
3,560 3,200 2,730
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月別
平成21年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最低（円） 3,040 3,400 3,430 3,550 4,480
    7,330

※2,760
2,870 2,410 2,210

（注）１. 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

２. ※印は、株式分割（平成21年９月１日、１株→３株）による権利落後の最高・最低株価を示しております。　

 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間（平成21年９月１日から平成21

年11月30日まで）及び当第３四半期累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社を有していないため、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 　　 
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,639,413 2,891,318

売掛金 3,683,040 2,824,277

その他 155,683 77,277

貸倒引当金 △40,612 △16,945

流動資産合計 8,437,525 5,775,927

固定資産

有形固定資産 ※1
 55,631

※1
 56,077

無形固定資産 27,537 3,511

投資その他の資産 130,000 622,062

固定資産合計 213,169 681,651

資産合計 8,650,694 6,457,579

負債の部

流動負債

買掛金 2,703,415 2,099,452

未払法人税等 724,966 671,896

賞与引当金 124,574 －

役員賞与引当金 － 58,800

その他 124,574 249,612

流動負債合計 3,677,531 3,079,761

固定負債

退職給付引当金 17,552 12,376

固定負債合計 17,552 12,376

負債合計 3,695,083 3,092,137

純資産の部

株主資本

資本金 630,167 627,318

資本剰余金 620,167 617,318

利益剰余金 3,705,352 2,120,882

自己株式 △77 △77

株主資本合計 4,955,611 3,365,441

純資産合計 4,955,611 3,365,441

負債純資産合計 8,650,694 6,457,579
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 25,044,884

売上原価 21,472,007

売上総利益 3,572,876

販売費及び一般管理費 ※
 888,779

営業利益 2,684,097

営業外収益

受取利息 1,027

その他 721

営業外収益合計 1,749

営業外費用

支払利息 84

営業外費用合計 84

経常利益 2,685,762

税引前四半期純利益 2,685,762

法人税、住民税及び事業税 1,182,152

法人税等調整額 △80,860

法人税等合計 1,101,292

四半期純利益 1,584,470
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 8,785,537

売上原価 7,621,700

売上総利益 1,163,837

販売費及び一般管理費 ※
 310,545

営業利益 853,292

営業外収益

受取利息 5

その他 494

営業外収益合計 499

営業外費用

支払利息 73

営業外費用合計 73

経常利益 853,718

税引前四半期純利益 853,718

法人税、住民税及び事業税 380,553

法人税等調整額 △29,768

法人税等合計 350,784

四半期純利益 502,933
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 2,685,762

減価償却費 20,182

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,667

賞与引当金の増減額（△は減少） 124,574

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △58,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,175

受取利息 △1,027

支払利息 84

売上債権の増減額（△は増加） △858,763

仕入債務の増減額（△は減少） 603,963

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,524

営業保証金の増減額(△は増加) 500,000

その他 △133,129

小計 2,927,214

利息の受取額 1,179

利息の支払額 △84

法人税等の支払額 △1,131,038

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,797,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △27,161

無形固定資産の取得による支出 △27,714

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 5,699

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,748,095

現金及び現金同等物の期首残高 2,891,318

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,639,413
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
  至　平成21年11月30日）

１．会計処理基準に関する事項の変更 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

商品

　商品については、従来、月次総平均法による原価法によっておりましたが、

第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」 （企業会

計基準第９号　平成18年７月５日公表分）が適用されたことに伴い、月次総

平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しております。

　なお、この変更に伴う損益への影響はありません。 

　

【簡便な会計処理】

記載すべき重要な事項はありません。

 　　　 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。 
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成21年11月30日）

前事業年度末
（平成21年２月28日）

※１. 有形固定資産の減価償却累計額は、51,745千円であ

ります。 

※１. 有形固定資産の減価償却累計額は、35,250千円であ

ります。 

   ２. 当座貸越契約

　     運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関３行と

当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基

づく当第３四半期会計期間末の借入未実行残高は以下

のとおりであります。

　

   ２. 当座貸越契約

　     運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関３行と

当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基

づく当事業年度末の借入未実行残高は以下のとおりで

あります。

　　

　 当座貸越契約極度額 1,500,000千円 　

　 借入実行額    － 　

　 差引額 1,500,000千円 　

　 当座貸越契約極度額  　1,500,000千円　

　 借入実行額   － 　

　 差引額    1,500,000千円　

 　　　

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

　

給与 274,025千円

賞与引当金繰入額 124,574千円

貸倒引当金繰入額 23,667千円

退職給付費用 5,905千円

　

  

当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

　

給与 93,572千円

賞与引当金繰入額 58,055千円

貸倒引当金繰入額　 　△5,545千円

退職給付費用 2,047千円

　

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
　　至　平成21年11月30日）

　

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　（平成21年11月30日現在） 

　

　 現金及び預金 4,639,413千円

　 現金及び現金同等物 4,639,413千円
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（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年11月30日）及び当第３四半期累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年

11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

  普通株式　　　　　　　　　　　　　　　7,492,800株

    

２．自己株式の種類及び株式数

  普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72株

  

３．新株予約権等に関する事項

  該当事項はありません。

  

４．配当に関する事項

  該当事項はありません。　

  

（リース取引関係）

  該当事項はありません。 

  

（有価証券関係）

  該当事項はありません。 

   

（デリバティブ取引関係）

  該当事項はありません。

  

（持分法損益等）

  当社には、関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係）

  該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期会計期間における費用計上額及び科目名

　当社はストック・オプション付与時において未公開企業であり、付与時におけるストック・オプション等の

単位当たりの本源的価値は０円であるため、費用計上はしておりません。

  

２．当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

　当社は当第３四半期会計期間においてストック・オプションを付与しておりませんので、該当事項はありま

せん。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成21年11月30日）

前事業年度末
（平成21年２月28日）

　１株当たり純資産額 661.39円 　１株当たり純資産額 1,351.98円

　（注）　当社は、平成21年９月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。当該株式分割が前事業年度の

開始の日に行われたと仮定した場合における前事業年度末の１株当たり純資産額は450.66円であります。

　

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

　１株当たり四半期純利益金額 211.92円

　
潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
207.38円

　１株当たり四半期純利益金額 67.13円

　
潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
65.79円

（注）１．１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。　　　　　　　　

 
当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 1,584,470 502,933

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 1,584,470 502,933

期中平均株式数（株） 7,476,896 7,491,957

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 163,418 152,855

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

－ －

２．当社は、平成21年９月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。　
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２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成22年１月14日

株式会社トライステージ

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 神山　宗武　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉田　英志　　　印

  

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トライス

テージの平成21年３月１日から平成22年２月28日までの第４期事業年度の第３四半期会計期間（平成21年９月１日から平

成21年11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。

この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明

することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トライステージの平成21年11月30日現在の財政状態、同日をもって終了す

る第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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